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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第60期

第１四半期
累計期間

第61期
第１四半期
累計期間

第60期

会計期間
自　平成29年３月１日
至　平成29年５月31日

自　平成30年３月１日
至　平成30年５月31日

自　平成29年３月１日
至　平成30年２月28日

売上高 （千円） 694,101 698,664 3,461,139

経常利益又は経常損失（△） （千円） △38,263 △23,419 295,618

四半期純損失（△）

又は当期純利益
（千円） △46,146 △24,216 167,917

持分法を適用した

場合の投資利益
（千円） － － －

資本金 （千円） 990,750 990,750 990,750

発行済株式総数 （株） 6,935,761 693,576 693,576

純資産額 （千円） 3,188,021 3,282,400 3,388,978

総資産額 （千円） 6,930,532 6,747,779 6,907,244

１株当たり四半期純損失

金額（△）又は１株当たり

当期純利益金額

（円） △78.05 △40.97 284.05

潜在株式調整後

１株当たり四半期

（当期）純利益金額

（円） － － －

１株当たり配当額 （円） － － 120.00

自己資本比率 （％） 46.0 48.6 49.1

（注）１　売上高には消費税等は含まれておりません。

２　当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、「連結会計年度に係る主要な経営指標等の推移」に

ついては記載しておりません。

３　当社には関連会社がありませんので、持分法を適用した場合の投資利益については記載しておりません。

４　第60期第１四半期累計期間及び第61期第１四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

は、１株当たり四半期純損失であり、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。また第60期の潜

在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

５　株式給付信託(Ｊ－ＥＳＯＰ)の導入に伴い、１株当たり当期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額の

算定に用いられた普通株式の期中平均株式数は、資産管理サービス信託銀行（信託Ｅ口）が所有する当社株

式の数を自己株式に含めて算定しております。

６　平成29年９月１日付で普通株式10株につき1株の割合で株式併合を実施しております。前事業年度の期首に

当該株式併合が行われたと仮定し、1株当たり当期純利益金額又は1株当たり四半期純損失金額を算定してお

ります。

 

２【事業の内容】

　当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期累計期間における、本四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、投資

者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生、又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリ

スク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

 

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況

①経営成績の分析

当第1四半期累計期間におけるわが国経済は、堅調な企業収益と雇用環境の改善が進み、緩やかな回復が継続し

ております。しかしながら、国外に目を向けますと保護主義の強まりから貿易上の条件見直しをめぐり、摩擦が強

まることが懸念され、景気の先行きは不透明な状況となっております。

このような状況下において当社は、既存教室の周辺環境の変化へ適応し収益力向上のため、３月に伊敷校及び武

岡校（鹿児島県鹿児島市）並びに串木野校（鹿児島県いちき串木野市）を近隣教室と統廃合を行い、経営資源を集

約いたしました。

生徒構成においては、ほぼ前年並みに推移いたしました。

この結果、当第１四半期累計期間の売上高はほぼ前年並みの698百万円（前年同期比0.7％増）となり、校舎数減

少に伴う経費削減等により営業損失は30百万円（前年同四半期の営業損失46百万円）、経常損失23百万円（前年同

四半期の経常損失38百万円）、四半期純損失は24百万円（前年同四半期の四半期純損失46百万円）となりました。

 

②財政状態の分析

当第１四半期会計期間末の資産合計は、前事業年度末に比べ159百万円減少して6,747百万円となりました。流動

資産は前事業年度末に比べ45百万円減少して323百万円、固定資産は前事業年度末に比べ113百万円減少して6,423

百万円となりました。

流動資産減少の主な要因は、現金及び預金とその他の未収入金が減少したことによるものであります。

固定資産減少の主な要因は、有形固定資産の建物及び土地を売却したことにより減少したものであります。

当第１四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べ52百万円減少して3,465百万円となりました。流動

負債は前事業年度末に比べ348百万円減少して1,104百万円、固定負債は前事業年度末に比べ295百万円増加して

2,361百万円となりました。

流動負債減少の主な要因は、短期借入金と未払法人税等が減少したことによるものであります。

固定負債増加の主な要因は、長期借入金が増加したことによるものであります。

当第１四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べ106百万円減少して3,282百万円となりました。

主な要因は、配当金の支払い及び四半期純損失による利益剰余金の減少によるものであります。

 

(2）経営方針・経営戦略等

当第１四半期累計期間において、当社が定めている経営方針・経営戦略等について重要な変更はありません。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、重要な変更及び新たに生じた課題はありません。

 

(4）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 1,500,000

計 1,500,000

 

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末
現在発行数（株）

（平成30年５月31日）

提出日現在発行数
（株）

（平成30年７月13日）

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 693,576 693,576

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（スタンダード）

株主としての権利内容に制

限のない、標準となる株式

であり単元株式数は100株

であります。

計 693,576 693,576 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

 

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

 

 

（４）【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。

 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数
（株）

発行済株式
総数残高
（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金
増減額
（千円）

資本準備金
残高

（千円）

平成30年３月１日～

平成30年５月31日
－ 693,576 － 990,750 － 971,690

 

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

　当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成30年２月28日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

平成30年２月28日現在
 

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

普通株式　　　66,500
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　623,200 6,232 －

単元未満株式 普通株式 　　　3,876 － －

発行済株式総数 693,576 － －

総株主の議決権 － 6,232 －

（注）１　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、株式給付信託(Ｊ－ＥＳＯＰ)の導入に伴い、資産管理サー

ビス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式36,000株(議決権360個)及び証券保管振替機構名義の

株式200株（議決権２個）が含まれております。

２　「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式14株が含まれております。

 

 

②【自己株式等】

平成30年２月28日現在
 

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義
所有株式数

（株）

他人名義
所有株式数
（株）

所有株式数
の合計
（株）

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合（％）

（自己保有株式）

株式会社 昴
鹿児島市加治屋町９番１号 66,500 － 66,500 9.58

計 － 66,500 － 66,500 9.58

　(注)　株式給付信託(Ｊ－ＥＳＯＰ)の導入に伴い、信託財産として資産管理サービス信託銀行株式会社(信託Ｅ口)が所

有する当社株式36,000株は上記自己名義所有株式数には含まれておりません。

 

 

２【役員の状況】

　前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当四半期累計期間における役員の異動はありません。
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第４【経理の状況】

１　四半期財務諸表の作成方法について
　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について
　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成30年３月１日から平成30

年５月31日まで）及び第１四半期累計期間（平成30年３月１日から平成30年５月31日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、監査法人かごしま会計プロフェッションによる四半期レビューを受けております。

 

３　四半期連結財務諸表について
　当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

(1)【四半期貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(平成30年２月28日)
当第１四半期会計期間
(平成30年５月31日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 168,942 145,327

営業未収入金 5,470 5,696

有価証券 1,203 1,382

教材 47,185 32,808

貯蔵品 920 1,275

繰延税金資産 55,631 69,927

その他 90,293 67,573

貸倒引当金 △200 △200

流動資産合計 369,445 323,790

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,962,746 1,926,226

土地 3,567,240 3,509,695

その他（純額） 69,169 65,848

有形固定資産合計 5,599,156 5,501,770

無形固定資産 7,611 9,599

投資その他の資産   

繰延税金資産 265,787 269,094

投資不動産（純額） 278,403 277,912

その他 386,840 365,613

投資その他の資産合計 931,031 912,619

固定資産合計 6,537,798 6,423,989

資産合計 6,907,244 6,747,779

負債の部   

流動負債   

買掛金 48,762 1,409

短期借入金 150,000 －

1年内返済予定の長期借入金 703,391 700,391

未払金 77,046 52,307

未払法人税等 118,378 8,312

前受金 106,119 113,080

賞与引当金 85,816 65,707

ポイント引当金 25,290 28,227

資産除去債務 3,009 －

その他 134,552 134,663

流動負債合計 1,452,368 1,104,098

固定負債   

長期借入金 1,194,930 1,480,389

退職給付引当金 702,158 708,561

株式給付引当金 41,899 44,224

長期未払金 92,772 92,772

その他 34,135 35,331

固定負債合計 2,065,897 2,361,280

負債合計 3,518,265 3,465,379
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  (単位：千円)

 
前事業年度

(平成30年２月28日)
当第１四半期会計期間
(平成30年５月31日)

純資産の部   

株主資本   

資本金 990,750 990,750

資本剰余金 971,690 971,690

利益剰余金 1,933,525 1,834,062

自己株式 △515,537 △515,537

株主資本合計 3,380,428 3,280,964

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,550 1,435

評価・換算差額等合計 8,550 1,435

純資産合計 3,388,978 3,282,400

負債純資産合計 6,907,244 6,747,779
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(2)【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

  （単位：千円）

 
前第１四半期累計期間
(自　平成29年３月１日
　至　平成29年５月31日)

当第１四半期累計期間
(自　平成30年３月１日
　至　平成30年５月31日)

売上高 694,101 698,664

売上原価 593,028 588,598

売上総利益 101,073 110,065

販売費及び一般管理費 147,786 140,789

営業損失（△） △46,713 △30,723

営業外収益   

受取利息 3 1

有価証券利息 970 1,032

受取配当金 21 －

受取家賃 4,713 4,590

受取手数料 4,409 4,258

その他 750 448

営業外収益合計 10,868 10,330

営業外費用   

支払利息 1,396 1,307

減価償却費 623 1,112

その他 398 607

営業外費用合計 2,419 3,027

経常損失（△） △38,263 △23,419

特別損失   

固定資産売却損 － 9,912

固定資産除却損 240 741

店舗閉鎖損失 2,777 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 ※ 19,500 －

特別損失合計 22,518 10,654

税引前四半期純損失（△） △60,782 △34,074

法人税、住民税及び事業税 4,818 4,621

法人税等調整額 △19,453 △14,480

法人税等合計 △14,635 △9,858

四半期純損失（△） △46,146 △24,216
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【注記事項】

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

 

 

（四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理）

該当事項はありません。

 

 

（四半期損益計算書関係）

※　店舗閉鎖損失引当金繰入額

前第１四半期累計期間（自　平成29年３月１日　至　平成29年５月31日）

　教室の閉鎖等に伴い発生する損失に備えるため、閉鎖等の決定した教室について、将来発生すると見込

まれる原状回復に係る損失額19,500千円を見積り計上しております。

 

当第１四半期累計期間（自　平成30年３月１日　至　平成30年５月31日）

　該当事項はありません。

 

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

　当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期累

計期間に係る減価償却費（無形固定資産等に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間

（自 平成29年３月１日
至 平成29年５月31日）

当第１四半期累計期間
（自 平成30年３月１日
至 平成30年５月31日）

減価償却費 33,017千円 30,778千円
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期累計期間（自　平成29年３月１日　至　平成29年５月31日）

１　配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成29年５月25日

定時株主総会
普通株式 75,275 12 平成29年２月28日 平成29年５月26日 利益剰余金

（注）1　平成29年５月25日定時株主総会の決議に基づく配当金の総額には、ESOP信託口が保有する当社の株式に対する

配当金4,320千円が含まれております。

2　平成29年９月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。１株当たり配当額は、

当該株式併合が行われる前の金額を記載しております。

 

(2）基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当

四半期会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。
 

２　株主資本の著しい変動に関する事項

　該当事項はありません。

 

Ⅱ　当第１四半期累計期間（自　平成30年３月１日　至　平成30年５月31日）

１　配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成30年５月23日

定時株主総会
普通株式 75,247 120 平成30年２月28日 平成30年５月24日 利益剰余金

（注）平成30年5月23日定時株主総会の決議に基づく配当金の総額には、ESOP信託口が保有する当社の株式に対する配

当金4,320千円が含まれております。

 

 

(2）基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日が当

四半期会計期間の末日後となるもの

　該当事項はありません。
 

２　株主資本の著しい変動に関する事項

　該当事項はありません。

 

 

（持分法損益等）

　該当事項はありません。

 

 

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

前第１四半期累計期間（自　平成29年３月１日　至　平成29年５月31日）

当社は、学習塾事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

当第１四半期累計期間（自　平成30年３月１日　至　平成30年５月31日）

当社は、学習塾事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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（１株当たり情報）

　１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期累計期間

（自　平成29年３月１日
至　平成29年５月31日）

当第１四半期累計期間
（自　平成30年３月１日
至　平成30年５月31日）

１株当たり四半期純損失金額（△） △78円05銭 △40円97銭

（算定上の基礎）   

四半期純損失金額（△）（千円） △46,146 △24,216

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純損失金額（△）（千円） △46,146 △24,216

普通株式の期中平均株式数（千株） 591 591

 （注）1　潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失金額であり、また、潜在株

式が存在しないため記載しておりません。

2　株式給付信託(Ｊ－ＥＳＯＰ)の導入に伴い、普通株式の期中平均株式数の算出に当たっては、資産管理サー

ビス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が所有する当社株式36千株を控除しております。

3　平成29年９月１日付で普通株式10株につき１株の割合で株式併合を実施しております。前事業年度の期首に

当該株式併合が行われたと仮定し、１株当たり四半期純損失金額を算定しております。

 

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

 

２【その他】

　該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

株式会社昴(E04941)

四半期報告書

13/14



 
 独立監査人の四半期レビュー報告書 

 

 平成30年７月６日
 

株式会社昴
 

 取締役会　御中  

 

 監査法人　かごしま会計プロフェッション  

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 本　　田　　親　　文　　㊞

 

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 森　　　　　毅　　憲　　㊞

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられて
いる株式会社昴の平成３０年３月１日から平成３１年２月２８日までの第６１期事業年度の第１四半期
会計期間（平成３０年３月１日から平成３０年５月３１日まで）及び第１四半期累計期間（平成３０年
３月１日から平成３０年５月３１日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半
期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。
 

四半期財務諸表に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して
四半期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示の
ない四半期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。
 

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務
諸表に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。
　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し
て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我
が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比
べて限定された手続である。
　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。
 

監査人の結論
　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公
正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社昴の平成３０年５月３１日現在の
財政状態及び同日をもって終了する第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせ
る事項がすべての重要な点において認められなかった。
 

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はな
い。
 

以　上
 
 
（注）１　上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２　XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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